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会
計
基
準
の
国
際
化
と 

設
定
主
体

　

ま
ず
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会
の

成
り
立
ち
と
役
割
に
つ
い
て
述
べ
る

こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　

従
来
、
日
本
の
会
計
基
準
は
金
融

庁
の
企
業
会
計
審
議
会
が
作
成
し
て

き
た
。
そ
れ
が
〇
一
年
七
月
か
ら
、

民
間
の
組
織
で
あ
る
企
業
会
計
基
準

委
員
会
に
委
ね
ら
れ
た
。
直
接
の
契

機
は
、
国
際
的
な
会
計
基
準
の
動
向

だ
。
〇
五
年
の
Ｅ
Ｕ
市
場
統
合
を
前

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
共
通
の
会

計
基
準
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。
〇

一
年
一
月
に
そ
れ
ま
で
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｃ

（
国
際
会
計
基
準
委
員
会
）
を
改
組

し
て
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
（
国
際
会
計
基
準
審

議
会
）
が
つ
く
ら
れ
、
そ
こ
を
舞
台

に
日
米
も
含
め
て
会
計
基
準
の
統
合

`
投
資
家
に
と
っ
て
の
情
報
価
値
a
を
ベ
ー
ス
に
し
た 

議
論
が
重
要 

企
業
会
計
を
巡
る
最
近
の
話
題
と
争
点 

【特集】 

企
業
会
計
基
準
委
員
会
　
委
員
長�

（
明
治
学
院
大
学
　
教
授
）�

　
　
斎
藤
　
静
樹�

資
産
デ
フ
レ
下
の
企
業
決
算
の
評
価
を
巡
っ
て
、
時
価
会
計
や
減
損
会
計
の
妥

当
性
に
つ
い
て
の
議
論
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
企
業
会
計
基
準
委

は
一
三
日
、
既
定
方
針
を
確
認
し
た
が
、
あ
ら
た
め
て
な
ん
の
た
め
、
だ
れ
の

た
め
の
会
計
基
準
か
を
冷
静
に
追
究
す
る
と
き
で
は
な
い
か
。�

正
当
な
会
計
基
準
と
は
何
か
? 

 
時
価
評
価
や
減
損
会
計
の
適
用
に
つ
い
て
今
年
三
月
、
一
時
凍
結
や
導
入
先
送
り
論
な
ど
が
突
如
浮
上
し
た
。

そ
の
一
方
、
国
際
的
に
は
時
価
評
価
の
拡
大
が
繰
り
返
し
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
会
計
に
対
す
る
関
心
は

高
ま
っ
て
も
、
本
当
の
争
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
は
わ
か
り
に
く
い
。
会
計
基
準
設
定
主
体
で
あ
る
「
企
業
会
計

基
準
委
員
会
」
の
斎
藤
静
樹
委
員
長
に
、
最
近
の
話
題
と
争
点
を
解
説
し
て
も
ら
っ
た
。 　
　
　
　
 
（
編
集
部
）




